
船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 旅客船 クルー３５ 

   船 舶 番 号 ２９２－４３２７５沖縄 

   総 ト ン 数 ４.９トン 

 

   船 種 船 名 漁船 漁得丸 

   漁船登録番号 ＯＮ３－５１０００８ 

   総 ト ン 数 ３.０トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２１年２月２日 ２０時５４分ごろ 

   発 生 場 所 沖縄県宮古島市平良港 

           平良港北防波堤灯台から真方位３３２°３６０ｍ付近 

           （概位 北緯２４°４８.９′ 東経１２５°１６.１′） 

 

 

                       平成２２年８月１９日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 旅客船クルー３５は、船長が１人で乗り組み、自衛隊員２０人を乗せ、平良
ひら ら 

港外

に錨泊中の自衛艦に向けて北進中、また、漁船 漁
りょう

得
とく

丸は、船長が１人で乗り組み、

宮古島市荷
に

川
か

取
どり

漁港に向けて東進中、平成２１年２月２日２０時５４分ごろ、両船

が衝突した。 

 クルー３５には、左舷中央部外板にき
．
裂を伴う破口が生じ、漁得丸には、右舷船首

船底部にき
．
裂を伴う破口が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２１年２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官

（那覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２１年２月４日 現場調査 

  平成２１年３月９日、４月２８日、３０日、５月８日、２０日、平成２２年１月

２１日、２月２５日、３月１６日 口述聴取 

  平成２２年４月２日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 漁得丸のＧＰＳプロッターの記録による運航の経過 

  漁得丸のＧＰＳプロッターに記録されていた位置情報（以下「ＧＰＳ記録」と

いう。）は、次のとおりであった。なお、測位した時刻は記録されていなかった。 

ポイント 北 緯 東 経 

① ２４°４５.０４３９′ １２５°１２.８１３０′ 

② ２４°４６.１０２８′ １２５°１３.１３９０′ 

③ ２４°４７.１８２８′ １２５°１３.３２８０′ 

④ ２４°４７.９８８８′ １２５°１４.０４３０′ 

⑤ ２４°４８.５１４７′ １２５°１５.１０１０′ 

⑥ ２４°４８.９８４８′ １２５°１６.１１４０′ 

⑦ ２４°４９.０１１９′ １２５°１６.３０４０′ 

⑧ ２４°４８.９５５８′ １２５°１６.８９２０′ 

 

 2.1.2 乗組員等の口述による運航の経過 

  本事故が発生するまでの経過は、クルー３５（以下「Ａ船」という。）の船長

（以下「船長Ａ」という。）及び漁得丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下

「船長Ｂ」という。）並びにＡ船の前方を航行していた船舶（以下「Ｃ船」とい

う。）の船長（以下「船長Ｃ」という。）及びＣ船の同乗者（以下「同乗者Ｃ」とい

- 2 - 



う。）の口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     船長Ａは、平良港外の検疫錨地で錨泊中の自衛艦の乗員（以下「隊員」と

いう。）８０人を、Ａ船とＣ船（長さ９.０５ｍ）とで３往復して‘平良港第

４ふ
．
頭南西方の船だまり’（以下「本件船だまり」という。）まで送迎するこ

ととなり、午前中に本件船だまりへ搬送していた。 

     Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、隊員を自衛艦に帰艦させるため、平成

２１年２月２日２０時４０分ごろ、帰りの１往復目として隊員２０人を乗せ、

本件船だまりを出発し、自衛艦に向かった。 

     Ａ船は、マスト灯、舷灯及び船尾灯を表示し、レーダー及びＧＰＳプロッ

ターを作動させて発進し、船長Ａが、平良港北防波堤灯台（以下、灯台の名

称については「平良港」を省略する。）の灯光を目標にして、手動操舵によ

り約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

     船長Ａは、本件船だまりを出発後、南防波堤の内側にふだんから台船が多

く錨泊していたことから、錨索を巻き込まないように錨泊船から離れて航行

した。 

     船長Ａは、北防波堤の西端を約１００ｍ隔てて通過し、下崎
しもさき

北防波堤灯

台に船首を向けたのち、先行するＣ船に接近しすぎないようにＣ船を見てい

たことから、Ａ船の左舷前方を平良港の港奥に向けて東進していたＢ船に気

付かなかった。 

     船長Ａは、隊員の大声で、Ａ船の左舷真横に初めてＢ船の船首部を視認し

たが、２０時５４分ごろ、北防波堤灯台から３３２°（真方位、以下

同じ。）３６０ｍ付近において、Ｂ船と衝突した。 

     船長Ａは、隊員に救命胴衣を着用させてからＡ船に浸水がないことを確

認し、船長Ｂと今後の対応を話し合ったのち、自力で本件船だまりに戻り、

２１時２０分ごろ海上保安庁に事故があったことを携帯電話で通報した。 

   (2) Ｂ船 

     Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、そでいか漁の目的で、平成２１年２月

２日０９時００分ごろ定係地である荷川取漁港を出港し、宮古島南方沖の漁

場において操業を行った。 

     船長Ｂは、１８時ごろ、漁を終え、白色全周灯、両舷灯、黄色全周灯及び

赤色全周灯を表示して、主機を回転数毎分約１,６００（rpm）にかけ、約

１１knの速力として、自動操舵により荷川取漁港に向けて帰途についた。 

     Ｂ船には、操縦場所前面に風防が取り付けられているが、船長Ｂは、この

風防の更に前に、アクリル製の板（以下「アクリル板」という。）を波しぶ
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きよけのために取り付けていた。しかし、アクリル板は、経年により劣化し、

白濁しているため、船長Ｂは、ふだんと同様に、踏み台に上がって右舷側

に身を乗り出し、風防とアクリル板の外側から見張りを行いながら操船して

いた。 

     船長Ｂは、手動操舵に切り替えて荷川取漁港に向ける針路とし、約１１kn

の速力で、‘西防波堤と下崎西防波堤の間の平良港入口付近’(以下「平良港

入口付近」という。)に至ったとき、西防波堤の東側から出てきたＣ船の船

体を視認した。 

     船長Ｂは、Ｃ船がＢ船の前方を右方から左方に横切り、その後平良港入口

付近に向けるために左転してＢ船の方に向かってくるのではないかと思い、

右舷側に身を乗り出した姿勢を左舷側から身を乗り出す姿勢に変え、Ｃ船の

動向を注目した。 

     船長Ｂは、Ａ船がＣ船の後方を追走していることに気付かず航行を続け、

Ｃ船を初認してから約２分後にＡ船と衝突した。 

     船長Ｂは、衝突後に初めてＡ船を視認し、船長Ａと今後の対応を話し合っ

たのち、自力で定係地に戻った。 

   (3) Ｃ船 

     Ｃ船は、船長Ｃと綱取り要員として同乗者Ｃが乗り組み、隊員８～１０人

を乗せ、２月２日２０時２０分ごろ、Ａ船より先に本件船だまりを出発し、

自衛艦に向かった。 

     船長Ｃは、北防波堤灯台を右舷に見て通過したのち、下崎北防波堤と下崎

西防波堤との間の開口部に向けて北進した。 

     船長Ｃは、船長Ａからの電話連絡により、Ａ船が他船と衝突したことを

知って引き返し、Ａ船に伴走して本件船だまりに戻った。 

 

 本事故の発生日時は、平成２１年２月２日２０時５４分ごろで、発生場所は、北防

波堤灯台から３３２°３６０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 
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    左舷中央部外板にき
．
裂を伴う破口が生じた。 

   （写真１ Ａ船左舷側の損傷状況 参照） 

  (2) Ｂ船 

    右舷船首船底にき
．
裂を伴う破口が生じた。 

   （写真２ Ｂ船右舷船首船底部の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長Ａ 男性 ４１歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 平成１５年９月３日 

      免許証交付日 平成１９年１０月１日 

             （平成２５年９月２日まで有効） 

    船長Ｂ 男性 ６２歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５３年２月３日 

      免許証交付日 平成１９年１０月２２日 

             （平成２５年３月１０日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

   船長Ａ 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     ３０歳のとき船外機付きのボートを購入し、時々、底魚の一本釣り漁を

行っていた。３４歳のとき土産物店を開業するとともに遊漁船業を始めた。

３９歳でＡ船を購入してからは、主に漁船として使用していた。 

   ② 健康状態 

     健康状態は良好であり、視力は裸眼で両眼とも１.５で、聴力は普通で

あった。 

   船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     ２２歳ごろから漁業に従事し、４９歳でＢ船を中古で購入して、底魚の一

本釣り漁及びそでいか漁を行っていた。 

   ② 健康状態 

     健康状態は良好であり、視力は裸眼で両眼とも１.０で、聴力は普通で 
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あった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 設備、性能等 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  ２９２－４３２７５沖縄 

     船 籍 港  沖縄県宮古島市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ４.９トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １１.３１ｍ×２.９７ｍ×０.８４ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ２２０.６５kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     航 行 区 域  限定近海区域 

     進水年月日  平成１０年７月１６日 

     用    途  小型兼用船（旅客船） 

     最大搭載人員  漁ろうをする間 船員８人計８人 

             作業する間 船員１人、その他１２人計１３人 

             その他 旅客２０人、船員１人計２１人 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＯＮ３－５１０００８ 

     主たる根拠地  沖縄県宮古島市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ３.０トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １１.９０ｍ×２.６５ｍ×０.７８ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  １８０.２kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  昭和５９年８月２２日 

     用    途  小型兼用船 

     最大搭載人員  漁ろうをする間 船員６人計６人 

             作業する間 船員１人、その他１２人計１３人 

             その他 旅客１２人、船員１人計１３人 
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 2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、本件船だまり出発時、船長Ａほか隊員２０人が乗

船し、喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.３ｍであった。 

     船長Ａ及び船長Ｃの口述によれば、Ａ船及びＣ船に乗船していた隊員は、

船長Ｃが手配した別の船で自衛艦に搬送された。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、荷川取漁港出港時、喫水は、船首約０.４ｍ、船

尾約１.０ｍであった。 

 

 2.5.3 航海灯に関する情報 

   (1) Ａ船 

     操舵室の屋根に設けたマストにはマスト灯が設置されていた。屋根の左舷側

に紅灯が、右舷側に緑灯が設置され、後端中央部に船尾灯が設置されていた。 

     船長Ａの口述によれば、マスト灯の海面上の高さは、約３.２ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     機関室前部屋根に設けたマストには白色全周灯及び両色灯が設置されていた。 

     船長Ｂの口述によれば、白色全周灯の海面上の高さは、約３.０ｍであった。 

    （写真２ Ｂ船右舷船首船底部の損傷状況 参照） 

 

 2.5.4 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

     操舵室には、右舷側に操縦席があり、船首側に旋回窓を取り付けた２枚の

窓が設けられていた。操縦席からの前方の見通しは、遮るものがなく良好で

あった。操縦席の前面には、右舷側から左舷側に向かって、主機遠隔操縦ハ

ンドル、ＧＰＳプロッター、磁気コンパス及びレーダーが装備されていた。 

     船長Ａの口述によれば、事故当時、上記の機器は、すべて正常に作動して

いた。 

   (2) Ｂ船 

     操縦場所は、船体後方の機関室の上方にあり、上部にはオーニングが展張

されていた。中央には舵輪が配置され、その右舷側に主機遠隔操縦ハンドル

を装備し、舵輪の左舷側にＧＰＳプロッターが設置されていた。風防の前に

取り付けられたアクリル板は、傷が多数生じて透明度が低く、前方が見えに

くい状態であった。 

     船長Ｂの口述によれば、事故当時、上記の機器は、すべて正常に作動して
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いた。 

    （写真３ Ｂ船操縦場所からの前方の見通し 参照） 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

  事故発生場所の南東約２㎞に位置する宮古島地方気象台の事故当日２１時００分

の観測値は、次のとおりであった。 

   天気 晴れ、風向 東南東、風速 ２.３m/s、視程 ２５.０㎞ 

 

 2.6.2 潮汐等 

  海上保安庁刊行の潮汐表及び天測暦によれば、事故当時、発生場所付近の潮汐は

上げ潮の中央期で、平良（宮古島）における事故当日２１時の潮高は約７９㎝で 

あった。また、日没時刻は１８時２５分ごろ、月出及び月没時刻は、それぞれ１１

時１１分ごろ及び翌２月３日００時４７分ごろで、月齢は６.８であった。 

 

 2.6.3 乗組員の観測 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、事故当時、事故発生場所付近の気象は、次の 

 とおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気 晴れ、風 微弱 

   (2) 船長Ｂ 

     天気 晴れ、風向 南東、風速 約２～３m/s、視界 良好 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

  (1) 海図Ｗ１２８１及び内閣府沖縄総合事務局平良港湾事務所のインターネット

情報によれば、平良港は、北から順に下崎地区、漲
はり

水
みず

地区及びトゥリバー地

区の３つの地区から成っており、下崎地区と漲水地区の間には荷川取漁港が、

漲水地区とトゥリバー地区の間には本件船だまりが位置している。 

  (2) 平良港湾事務所長の回答書によれば、次のとおりである。 

   ① 荷川取漁港の沖には、北防波堤が概ね南西方に約９００ｍにわたって築造

されている。 

   ② 漲水地区には、北から順に第１ふ
．
頭～第４ふ

．
頭があり、第４ふ

．
頭の南側に

本件船だまりが隣接している。 

     本件船だまりの北西方約６００ｍには、南防波堤が概ね南北方向に約４００

ｍにわたって築造され、南防波堤の北西方約１５０ｍには、西防波堤が南東
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から北西方向へ４００ｍにわたって築造されている。 

     西防波堤の更に北西方約４００ｍには、下崎西防波堤が約２,４００ｍに

わたって築造され、中央部付近で屈曲している。 

   ③ 西防波堤と下崎西防波堤との間には、幅が約１１０ｍの開口部が設けられ

ている。 

   ④ 西防波堤の最低水面からの高さは、４.０ｍである。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  2.1.1、2.1.2(1)、2.1.2(2)及び２.７から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船は、本件船だまりを２０時４０分ごろ出発し、北防波堤の西端を約

１００ｍ隔てて通過したのち、下崎北防波堤灯台に船首を向ける約３４４°

の針路に定針して約８knの速力で航行したものと考えられる。 

   (2) Ａ船は、定針したのち、先行するＣ船に接近しすぎないようＣ船に意識を

集中して航行中、旅客（隊員）の大声で、衝突直前にＢ船の船首部を左舷真

横に視認したが、同一の針路及び速力でＢ船と衝突したものと考えられる。 

   (3) Ｂ船は、西防波堤北灯台から２４５°１.９Ｍ付近で、平良港入口付近に

向く約０６２°の針路及び約１１knの速力で航行したものと推定される。 

   (4) Ｂ船は、平良港入口付近に至ったとき、西防波堤の東側から出てきたＣ船

を初認し、Ｃ船の動向に意識を集中してＡ船と接近していることに気付かず

に航行中、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、発生日時は、平成２１年２月２日２０時５４分ごろで、発生場所は、 

 北防波堤灯台から３３２°３６０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

 3.1.3 衝突の状況 

  ２.１及び3.1.1から、Ａ船の左舷中央部とＢ船の船首部とが衝突したものと考え

られる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 
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   (1) 乗組員 

     ２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも適法で有効な操縦免許証を

有していた。 

   (2) 船舶 

     2.5.4から、両船の船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったも

のと考えられる。 

 

 3.2.2 見張りの状況に関する解析 

   (1) Ａ船 

     2.1.2(1)から、船長Ａは、北防波堤の西端を通過して北進中、先行するＣ

船に接近しすぎないようにＣ船に意識を集中しており、旅客の大声で、衝突

直前にＡ船の左舷側から接近してくるＢ船を初認したことから、左方の見張

りを行っていなかったものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

     2.1.1、2.1.2(2)及び2.5.4(2)から、次のとおりであったものと考えられ

る。 

    ① Ｂ船は、波しぶきよけのために、風防の前にアクリル板を取り付けてい

たが、アクリル板の表面に傷が多数生じて透明度が低く、風防及びアクリ

ル板を通しての前方の見通しが良くなかった。 

    ② 船長Ｂは、ふだんと同様に、踏み台に上がり、右舷側に身を乗り出して

見張りを行っていた。 

    ③ 船長Ｂは、荷川取漁港に向けて東進中、西防波堤の東側から出てきたＣ

船を右舷前方に視認し、Ｃ船がＢ船の前方を右方から左方に横切ったのち、

平良港入口付近に向けるために左転してＢ船の方に向かってくるのではな

いかと思い、操縦場所の右舷側から身を乗り出して行っていた見張りを左

舷側から身を乗り出すように姿勢を変え、左舷船首方のＣ船の動向に意識

を集中し、Ｃ船の後方を追走していたＡ船に衝突して気付いたことから、

右方の見張りを行っていなかった。 

 

 3.2.3 Ａ船とＢ船の位置関係及び視認状況に関する解析 

  2.1.2、2.5.3、2.6.2及び２.７から、次のとおりであった。 

   (1) 事故当時、西防波堤の海面上の高さは、約３.２ｍであった可能性がある

と考えられる。 

   (2) 船長Ａは、本件船だまりを出発後、南防波堤の内側を北防波堤灯台の灯光

を目標にして北進中、上記(1)及び後述する(4)により、Ｂ船の白色全周灯を
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視認できなかった可能性があると考えられる。 

   (3) 船長Ｂは、Ｃ船を視認したころ、上記(1)により、Ａ船のマスト灯を視認

できなかった可能性があると考えられる。 

   (4) 船長Ａは、Ａ船が南防波堤灯台と北防波堤灯台との中間付近に至ったころ、

西防波堤の北側から現れたＢ船を左舷船首６０°４００ｍ付近に視認する

ことができ、一方、船長Ｂは、Ｂ船が西防波堤北灯台の西方２４０ｍ付近に

至ったころで、西防波堤の東側から現れたＡ船を右舷船首４２°４００ｍ付

近に視認することができる状況であったものと考えられる。 

   (5) Ａ船及びＢ船は、衝突の約２分前まで、上記(4)により、防波堤越しには

互いの灯火を視認することができなかった可能性があると考えられる。 

 

 3.2.4 気象及び海象の状況 

   (1) 2.6.1から、天気晴れ、風向東南東、風力２で、視界は良好であったもの

と考えられる。 

   (2) 2.6.2から、事故当時の潮汐は、上げ潮の中央期、潮高は約７９㎝で、日

没時刻は１８時２５分、月出及び月没時刻は、それぞれ１１時１１分及び翌

２月３日００時４７分ごろであったものと考えられる。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

  2.1.2及び3.2.2から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、本件船だまりをＣ船に続いて出発し、北防波堤の西端を約１００

ｍ隔てて通過したのち、下崎北防波堤灯台に船首を向ける約３４４°の針路

に定針して約８knの速力で航行した。 

   (2) 船長Ａは、定針したのち、先行するＣ船に接近しすぎないようにＣ船に意

識を集中し、左方の見張りを行っていなかったことから、旅客の大声で、衝

突直前にＡ船の左舷側から接近してくるＢ船に気付いた。 

   (3) Ｂ船は、荷川取漁港に向けて東進中、船長Ｂが、操縦場所の右舷側から身

を乗り出して見張りを行っていたところ、平良港入口付近で右舷前方にＣ船

を視認し、Ｃ船がＢ船の前方を右方から左方に横切ったのち、平良港入口付

近に向けるために左転してＢ船の方に向かってくるのではないかと思い、操

縦場所の右舷側から身を乗り出して行っていた見張りを左舷側から身を乗り

出すように姿勢を変え、Ｃ船の動向に意識を集中していた。 

   (4) 船長Ｂは、Ｃ船の動向に意識を集中し、右方の見張りを行っていなかった

ことから、Ａ船がＣ船の後方を追走していたことに気付かなかった。 
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  以上のことから、本事故は、Ａ船が左方の、Ｂ船が右方の見張りを行っていな 

かったため、両船が針路及び速力を保持した状態で衝突したことにより発生したも

のと考えられる。本事故では、幸いにして負傷者は生じなかったが、場合によって

は、暴露甲板にいた旅客が落水する事態の発生が予想されることから、暴露甲板に

乗船する旅客には、乗船中は救命胴衣を着用させることが望ましい。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、夜間、平良港内において、Ａ船が北進中、Ｂ船が東進中、Ａ船が左方の

見張りを行わず、また、Ｂ船が右方の見張りを行っていなかったため、Ａ船がＢ船に

衝突直前まで気付かず、Ｂ船がＡ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 Ａ船が左方の見張りを行わなかったのは、船長Ａが、先行するＣ船に接近しすぎな

いようにＣ船に意識を集中していたことによるものと考えられる。 

 Ｂ船が右方の見張りを行っていなかったのは、船長Ｂが、西防波堤の東側から出て

きたＣ船がＢ船の前方を右方から左方に横切ったのち、平良港入口付近に向けるため

に左転してＢ船の方に向かってくるのではないかと思い、操縦場所の左舷側から身を

乗り出してＣ船の動向に意識を集中していたことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 
 

 本事故は、夜間、平良港内において、Ａ船が左方の、Ｂ船が右方の見張りを行って

いなかったため、両船が針路及び速力を保持した状態で衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 Ａ船は、適切な見張りを実施するとともに、暴露甲板に乗船している旅客の船外へ

の転落に備えるため、救命胴衣を着用させることが望ましい。 

 また、Ｂ船は、前方の見通しが確保されるよう、アクリル板を取り替えることが望

ましい。 
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付図１ 推定航行経路図 
 

 

 

 

 

 沖縄島 

 

 

 

 
宮古島 

 

 

 

 

 

 下崎北防波堤 

下崎北 防波堤灯台 

 

 

 

- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

★ 

港 

界 

南防波堤灯台 

本件船だまり 

西防波堤 

衝突場所 荷川取漁港 

北防波堤 

Ａ船
北防波堤灯台 

西防波堤北灯台 

〔平成 21 年 2 月 2 日 20 時 54 分ごろ発生〕 

Ｂ船 

南防波堤 

ＧＰＳ記録中の 
ポイント④ 

ＧＰＳ記録中の 
ポイント③ 

下
崎
西
防
波
堤 

平 良 港 

港 界



写真１ Ａ船左舷側の損傷状況 
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写真２ Ｂ船右舷船首船底部の損傷状況 
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写真３ Ｂ船操縦場所からの前方の見通し 
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